
貨物自動車運送事業法 
 
１．案内情報 
 ① 手続名： 
   地方適正化事業及び全国適正化事業に係る事業計画等の提出 
 ② 手続根拠： 
   貨物自動車運送事業法施行規則第３８条 
 ③ 手続対象者： 

地方実施機関及び全国実施機関 
 ④ 提出時期： 
   地方適正化事業または全国適正化事業に係る事業計画及び収支予算については、 
  当該事業年度の開始の日の１５日前までに（指定を受けた日の属する事業年度にあ 

っては、その指定を受けた後遅滞なく） 
 地方適正化事業又は全国適正化事業に係る事業報告書及び収支決算書については、 
当該事業年度の終了後３月以内に 

 ⑤ 提出方法： 
   地方実施機関については、当該事案を管轄する運輸支局長を経由して地方運輸局 
  長に提出して下さい。 
 ⑥ 手数料： 
   なし 
 ⑦ 申請書様式： 
   貨物自動車運送事業法施行規則第３８条 
 ⑧ 記載要領・記載例： 
   提出先となる国土交通省貨物課、地方運輸局貨物課又は運輸支局輸送部門にお問 

い合わせ下さい。 
 
２．窓口情報 
 ① 提出先： 
    国土交通省自動車交通局貨物課 ０３－５２５３－８１１１（内線４１３３３） 
    北海道運輸局貨物課      ０１１－２９０－２７４３ 
    東北運輸局貨物課       ０２２－２９９－８８５１（内線３８２） 
    北陸信越運輸局貨物課     ０２５－２４４－７５７９ 
    関東運輸局貨物課       ０４５－２１１－７２４８ 
    中部運輸局貨物課       ０５２－９５２－８０３７ 
    近畿運輸局貨物課       ０６－６９４９－６４４７ 
    中国運輸局貨物課       ０８２－２２８－３４３８ 
    四国運輸局貨物課       ０８７－８３５－６３６５ 
    九州運輸局貨物課       ０９２－４７２－２５２８ 
    沖縄総合事務局陸上交通課   ０９８－８６６－００６１ 
 ② 受付時間： 
   提出先等にお問い合わせ下さい。 
 ③ 相談窓口： 
   提出先又は当該事案を管轄する運輸支局輸送部門 


